
電気設備の年次点検・その他停電が必要な作業における
停電にご協⼒お願いいたします︕

注意喚起
〜⾃家⽤電気⼯作物設置者の皆様へ〜
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電 ⼒ 安 全 課

本来停電させる必要があったところ、活線状態で作業を⾏ったことなどに起因する
感電死傷事故が多く発⽣しています。
（平成29年度に関東東北産業保安監督部管内で発⽣した電気事故117件のうち、感電死傷事故は15件）
こうした事故は、電気保安業務を外部委託で⾏っていた場合であっても、設置者責任※となります。
（※電気関係報告規則第３条に基づき、⾃家⽤電気⼯作物を設置する者は「電気関係事故報告」の提出が必要となります。）

⾃家⽤電気⼯作物設置者の皆様におかれましては、電気主任技術者・電気管理技術者等
から、年次点検・その他停電が必要な作業のため、停電の依頼があった場合には、停電
計画の策定など必要な措置への対応にご協⼒いただくようお願いいたします。

第四⼗三条 １〜３ （略）
４ 主任技術者は、事業⽤電気⼯作物の⼯事、維持及び運⽤に関する保安の監督の職務
を誠実に⾏わなければならない。
５ 事業⽤電気⼯作物の⼯事、維持⼜は運⽤に従事する者は、主任技術者がその保安の
ためにする指⽰に従わなければならない。

電気事業法

電気事業法では、主任技術者の誠実義務と、主任技術者の⾏う安全
指⽰に従うことの義務が規定されています。
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また、電気設備に関わる⼯事や電気設備に近づく⼯
事（冷凍機や空調機等の専⾨業者が修理するような作業や、
外壁塗装で⾜場を組む場合等）が⾏われる場合は、電気主
任技術者・電気管理技術者等へご連絡願います。

２


